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特 養子を中心とした養子制度の在

方 関す 研究会 資料   
養子制度 関連す 論点 ついて  

第  養子縁組制度全般 ついて  法 的親子関係 基 く法 関係 相続権，扶養義務等 う 一部

発生 制度を創設 必要 あ 。 
→論理的 あ 得 ，親子関係 あ 複雑 ，検討 困

い 。   子を有 者 婚姻を 同人 子 氏 異

，子 ，家庭裁 所 許可 く，届出 ，従前氏を同 く い

父又 母 同一 氏を称 必要 あ 。  
第  普通養子縁組 ついて  民法第 条 養親と 者の年齢 関係  養子 者 未成年者 限 。 

→成年養子 多数利用さ い 中 ， を廃 混乱を招 ，

，全面的 禁 必要性 乏 い。  養親 年齢 第 条 を引 。 
→若年層 養親 養子縁組 問題 生 い いう指摘 見当

，年齢を引 必要性 乏 い。  養親子間 一定 年齢差を必要 。 
→成年養子 多様 利用 さ 方を ，本件研究会 取 論点

適当 い 。必要 あ 途検討 。  縁組意思 有無 問題 場合 例え ，専 氏 変更を目的 場

合 養子縁組 効力 い 規定を設 必要 あ 。 
→重要 指摘 あ ， い問題 あ ，多様 利用 さ 方を い
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養子制度全体 い 実質的縁組意思 関 規 を設

う ，疑問 あ 。   第 条関係 配偶者のあ 者が未成年者を養子とす 縁組   配偶者 嫡出 い子 あ ，単独 養子縁組を

必要 い 民法第 条 第 項 同 。。  共同縁組 必要性を緩和 成年養子 同様 配偶者 同意 あ

単独 養子縁組 ， 居中 あ 単独 養子縁組

を検討 必要 あ 。 
→未成年 養育を目的 類型 い 共同縁組 必要性を緩和

あ いう指摘 必 強く く，検討を進 時期尚

い 。   民法第 条 歳未満の者を養子とす 縁組 関係  第 条 い ，次 い 案 採否を検討 必要 あ 。 
ア 代諾 制度を存置 案 

案 現行法 案 
イ 代諾 制度を廃 案 
乙案 養子を う 者 家庭裁 所 審 を得 単独 縁組を

，養子 者 法定代理人 あ

，そ 同意を要 案 
丙案 乙案 法定代理人 同意 ，家庭裁 所 審 を

考慮 事情 足 案 
→養子 者 側 関 を低 さ 必要 乏 い い 。  ほ ，代諾 制度を見直 必要 あ 。  養子 者 父母 あ 代諾 い 同意を得 い

範囲を拡大 現在 監護を 者 同意 足 ，そ 範

囲を拡大 必要 あ 。 
→実親 拡大 あ 得 い 。 
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 養子 者 歳以 未成年者 あ 場合 い ，そ 法

定代理人 同意を要 否 い 検討 必要 あ

。 
→法定代理人 同意を要 範囲を拡大 必要性 乏 い い 。  養子 う 者 歳未満 あ 一定 年齢を超え い

場合 ，同意を得 い 必要 あ 。 
→当 養子縁組 い ，養子 者 年齢 限を引

議論さ ， 付 ，養子 者 意思を う

考慮 議論さ い 。特 養子縁組 い 何 手当を

あ ，普通養子縁組 い 整合的 手当を 必要

あ 。  見人 被 見人を養子 場合 ，民法第 条 同様 趣

基 ，家庭裁 所 許可を得 い 必要 あ 。   民法第 条 未成年者を養子とす 縁組 関係  いわゆ 連 子養子及び孫養子を例外 ，全 未成年養子縁組 成

立 い 裁 所 許可を要 必要 あ 。 
→裁 所 許可を要 い未成年養子 広く認 い 批

あ ，特 養子縁組 均衡 ，裁 所 許可を要 範囲を拡大

を検討 う 。  許可 基準 具体的内容を明 必要 あ 。 
→現行法 う 観点 許可 さ 明確 く， を

明文化 検討 値 い 。  未成年者を養子 場合 家庭裁 所 審 効力 い ，次

い 案 採否を検討 必要 あ 。 
案 現行法 案 
乙案 審 縁組 成立 案 
丙案 歳未満 者を養子 縁組 乙案 案 

→現行 制度 定着 ，審 効力を変更 必要性 い
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い 。   民法第 条 協議上の離縁 関係  未成年 養子縁組 い ， 縁 家庭裁 所 許可を要

必要 あ 。 
→ 縁 在 方 い 議論 中 様々 意見 あ ，要件

厳格化を含 検討 う 。  養親死亡 縁 い ，次 い 案 採否を検討 必要 あ

。 
案 現行法 案 
乙案 養親死亡 縁を認 い 案 
丙案 当事者 一方 死亡 法定血族関係及び養族関係 消滅

，扶養，相続等 関係 い ， 個 考慮 案 
→未成年 養育を目的 養子縁組 直接 関係 く， 研究会

取 適当 い 。   民法第 条 裁 上の離縁 関係   未成年 養子 保護 ，縁組 当事者 立 い 縁 裁

を 否 い 検討 必要 あ 。そ

他第 条 い 検討 課題 あ 。 
→特 養子 い 第 者 縁 立権を付 あ ，併 検討

足 ，普通養子 い 第 者 縁 立権を認 必要

い い 。  
第  特 養子縁組制度 ついて  第 条 関係 特 養子縁組の成立   児童相談所長 立 を認 を検討 う 。  特 養子縁組成立 手続を，あ 子 い 特 養子縁組 相当 あ

を 断 第 段 目 手続 ，そ 子 養親候補者 縁組 相
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当 あ を 断 第 段 目 手続 を検討

う 。そ 場合，第 段 目 手続 立権者 児童相談所長を加え

，実親 同意 第 段 目 手続 要件 を検討

う 。   第 条の 養親と 者の年齢 第 条の 養子と 者の

年齢 関係  養親 者 年齢要件 い う 考え 。 
→若年層 養親 養子縁組 問題 生 い いう指摘 見当

，年齢を引 必要性 乏 い。  養子 者 年齢 限を引 を検討 う 。   第 条の 父母の同意 関係  同意 撤回を制限 を検討 う 。  民法第 条 書 い ，同意 要 要件を明確化

必要 あ 。  親権喪失 審 さ う 一定 類型 い 父母 同意を

要 必要 あ 当該類型 い ，相続権，扶養請求権等 帰趨

い 検討 必要 あ 。。   第 条の 子の利益のための特 の必要性   特 必要性 いう要件を緩和 必要 あ 。 
→裁 所 適 運用を期待 ，要件を改 必要性 乏

い い 。  養子 成年 達 等 ，普通養子縁組 特 養子縁組 転換又

実親子関係 終了を可能 必要 あ 。   第 条の 特 養子縁組の離縁    養子 請求 縁 要件を緩和 を含 ，特 養子縁組 縁事
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を見直 必要 あ 。   その他  特 養子 子 い ，父 認知を い を明

文化 必要 あ 。 
→明文化 必要性 そ ほ 高く い い 。  特 養子 子 出自を知 権利を う 保 。 ，

関連 ，戸籍 記載 あ 方 い 見直 必要 あ 。  
以  


